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事業系一般廃棄物の分別と処理　

●事業系一般廃棄物の分別モデル

区　　　　分

ご　み

資源物

燃やせるごみ

燃やせないごみ

新聞紙

雑誌類

段ボール

PETボトル

飲食店や小売店の調理くずや残飯等

品　　　　目　　　　例

※事業系一般廃棄物と同一の種類であっても、建設業や製造業など、特定の業種から排出されるものは産業廃棄
物に該当する場合がありますのでご注意ください（P5参照）。

従業員等の個人消費による家庭から排出されるものと同様の不燃性のもの等

剪定枝、木製品、布製品、生ごみ（厨芥類）、リサイクルに適さない汚れた紙くず等

事業所で購読している新聞、
待合室等で供用する新聞等

雑誌、機密性の低い事務書類、
書籍、パンフレット、ポスター等

粘着テープや留め金等を外した段ボール

従業員の飲食に伴う空き缶、
顧客が持ち込んだ空き缶等

従業員の飲食に伴うびん、
顧客が持ち込んだびん等

従業員の飲食に伴うPETボトル、
顧客が持ち込んだPETボトル等

缶
（飲料・食料用）

びん
（飲料・食料用）

生ごみ
（厨芥類）
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